
亀 山 市 福 祉 事 務 所 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 １ ４ 号  

 

亀 山 市 福 祉 事 務 所 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

 

亀 山 市 福 祉 事 務 所 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ４ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 号 中 テ を ト と し 、 ス か ら ツ ま で を セ か ら テ ま で と し 、

同 号 シ 中 「 第 ５ ５ 条 の ６ 」 を 「 第 ５ ５ 条 の ７ 」 に 改 め 、 同 号 シ を 同

号 ス と し 、 同 号 サ 中 「 第 ５ ５ 条 の ５ 」 を 「 第 ５ ５ 条 の ６ 」 に 改 め 、

同 号 サ を 同 号 シ と し 、 同 号 コ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

サ  生 活 保 護 法 第 ５ ５ 条 の ５ に 規 定 す る 進 学 準 備 給 付 金 の 支 給

に 関 す る こ と 。  

第 ２ 条 第 ５ 号 中 「 第 ２ ７ 条 」 を 「 第 ２ ７ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条

第 ９ 号 ア 中 「 第 ４ 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 第 ５ 条 」 を

「 第 ６ 条 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 ７ 条 第

１ 項 」 に 、 「 生 活 困 窮 者 家 計 相 談 支 援 事 業 」 を 「 生 活 困 窮 者 家 計 改

善 支 援 事 業 」 に 改 め る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


